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※合議漏れ注意

１．営業デモ機の管理・運用ルールについて

１－１．営業デモ機

各支店の判断でデモ機を用意し、顧客に設置、クロージングを行うという営業手法については、現在行っておりませんが、

何らかの理由で、顧客にデモ機設置を行う必要がある場合、その顧客は、UNISへの登録と管理が必要で、全て稟議の対象と

なります。上記のようなケースがあった場合は、必ず、稟議申請を行ってください。

１－３．電子稟議の回付ルート

１－２．稟議申請の方法

稟議の申請は、支社長（営業本部）/法人営業統括部長（法人営業部）決裁の電子稟議で行ってください。電子稟議には、

必ず、業務上必要な理由、必要なチューナの台数、デモ機設置を行うことによるメリットなどできるだけ詳細に記述し

てください。尚、デモ機設置期間は、稟議申請上必須項目です。デモ機設置期間の記述が無いものについては受付でき

ません。稟議の申請にあたっては、チューナ取替時の費用と同等の金額（通常のチューナの場合 20,000円(税別)/台）

を申請金額欄に記載してください。

※ 取替時の費用の詳細は、営業サポートWEB－営業関連情報－ BGM契約条件一覧を参照のこと

電子稟議を申請するにあたっては、以下の回付ルートを設定してください。

【合議2】 【合議4】
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１．営業デモ機の管理・運用ルールについて

設置工事につきましては、管轄支店が実施します。稟議の可決後、営業担当者は、顧客とデモ機設置契約と交わしたうえで、
管轄支店に工事依頼を行ってください。管轄支店へは、デモ機設置申込書、設置工事依頼書と可決済みの稟議書を送付して
ください。

管轄支店 総務営業担当

稟議可決
デモ機設
置契約締

結

管轄支店 技術

工事日
調整

申込書
受領

UNIS
受注登録

管轄支店 総務

完了報告
受領

UNIS
確定登録

設置工事
依頼

設置工事
依頼

設置工事
工事完了

報告

• 営業担当者は、稟議申請が可決したら、顧客とデモ機設置契約を締結し、管轄支店に設置工事の依頼を行う。
※1

• 総務担当者は、申込書を受領したら、UNISに受注登録を行い、その後、技術担当者に設置工事の依頼を行う。

• 技術担当者は、設置工事依頼をうけて、顧客と設置工事日の調整を行った後、設置工事を行う。

• 技術担当者は、設置工事完了後に、総務担当者に工事完了報告を行う。

• 支店総務担当者は、工事完了報告をうけて、UNISの確定登録を行う。

※1 デモ設置申込の契約時には、デモ設置利用規約を顧客に必ず手渡ししてください。

１－４．可決後の設置依頼方法

１－５．設置後の管理方法（デモ機設置から本契約、デモ設置完了の処理方法）

• 営業担当者は、デモ期間終了予定日が近づいたら、デモ機設置をしている顧客を検索し、正規契約の交渉を行う。

• 交渉の結果、正規契約に移行できた場合は、正規の加入申込書を顧客に起票してもらい管轄支店にUNIS登録依頼を行う。

• 総務担当者は、UNISに受注・確定登録を行い、デモ機設置顧客の解約処理を行う。
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【デモ設置完了後、正規契約へ移行できる場合】
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注意！！！

デモ期間終了後、継続契約にあたり、既設置のチューナと別のチューナを設置する場合、別途稟議の申請が必要です。



１．営業デモ機の管理・運用ルールについて

• 交渉の結果、正規契約が出来なかった場合は、解約伝票を起票し管轄支店に解約処理の依頼を行う。

• 総務担当者は、解約伝票を受領したら、技術担当者に撤去工事の依頼を行う

• 技術担当者は、撤去工事依頼をうけて、顧客と撤去工事日の調整を行った後、撤去工事を行う。

• 技術担当者は、撤去工事完了後に、総務担当者に工事完了報告を行う。

• 支店総務担当者は、工事完了報告をうけて、UNISの解約登録を行う。

営業担当

正規契約
交渉

管轄支店 技術 管轄支店 総務

解約依頼

受理

工事日
調整

解約伝票
受領

完了報告
受領

UNIS
解約登録

解約伝票
起票

撤去工事
依頼

撤去工事
工事完了

報告

管轄支店 総務

【デモ設置完了後、正規契約とならず撤去する場合】
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・ 契約種類は、「01 新設」を○で囲み、「デモ機設置（顧客）」と記載
・ 店舗名称は、店名の後ろに「（営業デモ機 無料設置）」と記載 （例） 居酒屋USEN(営業デモ機 無料設置）
・ イニシャルとランニングは0円を記載
・ 集金担当支店にデモ機設置の申請部門を記載
・ デモ設置期間欄に、デモ開始予定日、デモ終了予定日を記載
・ デモ機設置 稟議書No欄に、稟議書№「**-******-****」を記載

２．営業デモ機の運用とUNIS登録方法

◆ 営業デモ機 無料設置時の申込書記入例

デモ設置期間欄に、デモ開始予定日、デモ終了予定日を記載

注意！！！

デモ機 無料設置の顧客を明確に管理する為、上記申込書記載ルールは必ず徹底してください！

デモ機 設置契約を行った顧客には、デモ設置利用規約を必ず手渡してください

店名＋「（営業デモ機 無料設置）」と記入

２－１．営業デモ機 設置時の申込書記載ルール

SOUND PLANET CS-T4

ALL MIX

『０１ 新設 デモ機設置 （ デモ機設置（顧客） ） 』と記入

デモ機設置 稟議書No.欄に、決裁済の稟議書ナンバーを記入



２－２．営業デモ機 無料設置時のUNIS登録ルール

【顧客画面の登録】

・処理区分：0 新設
・契約種類：01-G2 新設-デモ機設置
・顧客区分：9 未加入
・設置区分：02 デモ機設置（顧客）
・設置場所名：顧客の名称の後ろに「 （営業デモ機 無料設置） 」と入力してください。※2

・デモ期間終了予定日：****年**月**日

※2 UNISには、設置場所名・住所・電話番号が同一の顧客は登録ができない制御があります。
継続契約時に顧客を登録する際、重複しないようにデモ機設置顧客には、設置場所名に （営業デモ機 無料設置）と登録し管理します。

【契約画面の登録】

・集金担当支店：デモ機設置の申請部門を登録してください。 ※設置管理のために必要になります。

・支払方法：「9 UNIS売上対象外」を選択してください。
・請求期間：「1」を入力してください。
・請求書・領収証作成開始年月、集金開始年月：運用月を入力してください。
・請求書・領収証作成開始対象年月：運用月を入力してください。
・集金開始月年月：運用月を入力してください。

【契約明細画面の登録】

・契約品目：顧客に設置したチューナ及び資器材に対応する契約品目を登録してください。
・シリアル№：顧客に設置したチューナのシリアル№を入力してください。
・イニシャル＆ランニング：「0円」を入力してください。
・稟議書№：稟議書№「**-******-****」を入力してください。

【確定処理】

・顧客に設置完了後、確定処理を実施してください。

２．営業デモ機の運用とUNIS登録方法



２－３．営業デモ機 設置顧客の検索方法

２．営業デモ機の運用とUNIS登録方法

デモ機設置後の営業活動を行うために、UNISに登録されているデモ機設置顧客を一括で検索する方法は、
下記のとおりになります。

【顧客検索画面】

顧客
1.管轄支店：空白 ※管轄支店が判明している場合は、入力してもOK。

2.顧客区分：9 未加入
3.設置区分： 02 デモ機設置（顧客）
4.デモ期間終了予定日：****年**月**日～ ****年**月**日（範囲で指定）

契約
1.集金担当支店：デモ機設置の申請部門 を入力して、検索します。

ステータスが、「確定」のものが、現在デモ機チューナが設置されている顧客となります。



２－４．営業デモ機から継続加入申込時の申込書記載ルール

● 申込書記載ルール

・ 契約種類は、通常の新設時に使用する契約種類を記載

※他商材既加入店の場合は、通常の増設時に使用する契約種類を記載

・ 店舗名称は、正規店名を記載 （営業デモ機 無料設置申込時に記載した「営業デモ機 無料設置」は不要です）

・ イニシャルとランニングは、正規金額を記載

※ 継続利用にあたり正規単価での契約が出来ない場合は別途「規定外値引申請書（業務店・個人宅）」が必要です

・ 継続加入後の顧客への請求方法を記載

・ 備考欄に 「営業デモ機 無料設置継続加入」 「デモ機設置時の顧客コード」を記載

デモ機設置期間の終了後、継続利用の契約が取れた場合、以下の登録をUNISに行ってください。

新規加入店・・・デモ機設置時の未加入の登録とは別に新規顧客を新設登録して即時確定

他商材既加入店・・・既加入顧客に増設として登録して即時確定

上記のUNIS登録と同日に、営業デモ機無料設置顧客は解約処理します。

注意！！！

デモ機設置用として登録した顧客を使用して、継続利用後に請求が出るように変更するのは、監査と成績管理上、NGです。
必ず継続契約時は、デモ機設置顧客を使用せず、別顧客で登録してください。

デモ機設置期間の終了後、顧客との交渉の結果、継続利用の契約が取れた場合は、デモ機設置の申込書とは別に、
新たに継続利用の申込書が必要です。以下の手順に従って記載してください。

２．営業デモ機の運用とUNIS登録方法

２－５．営業デモ機から継続加入申込時のUNIS登録ルール



● 継続顧客の新設登録処理

【顧客画面の登録】

・処理区分：０ 新設
・契約種類：０１ G7 新設 デモ機→本契約
・設置場所名：顧客の店舗名称を入力
・備考欄：営業デモ機無料設置顧客の顧客コードを入力

⇒設置場所名を登録する際、デモ機設置顧客登録時に登録した、「（営業デモ機 無料設置）」は不要です。

※他商材既加入店の場合は、既存顧客に増設として登録してください

【契約画面の登録】

・支払方法：継続利用時の申込書に記載されている支払い方法を選択してください。
・集金開始年月：デモ機設置期間終了後から請求が開始されるように登録してください。

（例）2016/10～11がデモ機設置期間の場合、集金開始年月は「2016/12」

● 継続顧客の新設登録処理

【契約明細画面の登録】

・契約品目：顧客に設置したチューナ及び資器材に対応する契約品目を登録してください。
・開始年月：デモ機設置期間の翌月を入力してください。

（例）2016/10～11がデモ機設置期間の場合、開始年月は「2016/12」
・シリアルNO：デモ機設置顧客と同じシリアル番号を入力してください。

※ 上記契約種類を選択しなければ同じシリアル番号を登録することはできません

・イニシャル＆ランニング：申込書に記載されている正規金額を入力してください。

【確定処理】

上記受注登録後に即時に確定処理を行ってください。
・確定日：UNIS処理日を登録してください。

２．営業デモ機の運用とUNIS登録方法



２－６．営業デモ機から継続加入しない場合のUNIS登録ルール

デモ機設置終了後に継続利用の契約が取れなかった場合は、デモ期間終了後に解約処理を実施してください。

解約申請書を作成し、チューナ引上げ後、デモ機設置顧客を解約してください。

【解約処理】

・解約日：撤去日を登録してください。
・設備引上日：チューナの撤去日を登録してください。
・解約事由：「34-15 無料契約解約BGMデモ機設置 解約」を登録してください。

・解約処理の前に契約変更「99-00 その他」で、チューナ未引上理由欄：「D 撤去工事予定」を登録してください。
※梱包材の発送をとめるために必須となります。

※「解約予定」での登録時も同様の処理となります

● デモ機設置顧客の解約処理

継続利用の契約を獲得した場合は、正規顧客として登録を行います。したがって、デモ機設置顧客は不要となりますので、
顧客の解約処理を行ってください。

※ デモ機設置顧客の解約処理は、継続顧客の新設（又は増設）登録と必ず同日に行ってください。

【解約処理】

・解約日：UNIS処理日を登録してください。
・解約事由：「34-14 無料契約解約BGMデモ機設置 本契約」を登録してください。
・同一チューナーで引き続き使用する場合、解約処理の前に契約変更「80-00 訂正 その他訂正」で、

チューナ未引上理由：「６ BGMコース変更等継続使用」を登録してください。
※「解約予定」での登録時も同様の処理となります。

２．営業デモ機の運用とUNIS登録方法



本件に関するお問い合わせ先

◆ 営業デモ機に関するお問い合わせ先

営業企画部 商品サポート課 TEL：03-6823-7096

◆ UNIS登録等に関するお問い合わせ

業務企画課 ＵＮＩＳヘルプデスク TEL：03-6823-7037


